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宝
物
故
事
か
ら
見
た

「
包
公
案
」

の
作
品
構
造

阿

部

泰

記

序

民
間
文
学
に
は

「宝
物
故
事
」
が
あ
る
。
姜
彬
主
編

『
中
国
民
間
文
学
大
辞
典
』

(上
海
文
芸
出
版
社
、

一
九
九

二
)
の

「
得
宝
故

事
」

の
項
目
に
は
、
「
勤
労

で
善
良
、
地
道
な
貧
乏
人
が
幸
い
に
も
不
思
議
な
宝
物
を
手
に
入
れ
て
後
、
生
活
を
変
え
る
。
金
持
ち
或

い
は
欲
深
な
人
間
は
こ
の
宝
物
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
と
え
強
奪
し
て
も
、
宝
物
は
彼
ら
の
た
め
に
功
を
奏
さ
ず
、
却

っ
て
懲
罰

を
被

る
。
」
と
説
明
し
、
ま
た

「
三
件
宝
物
故
事
」

の
項
目
に
は
、
「勤
労
で
善
良
な
貧
乏
人
が
三
つ
の
宝
物
を
得
て
、
幸
福
な
生
活
を

送
る
。
後

に
宝
物
は
人
に
騙
し
取
ら
れ
て
、
幸
福
な
生
活
は
壊
さ
れ
る
が
、
自
己
の
知
謀
を
働
か
せ
て
宝
物
を
奪
回
し
、
宝
物
を
騙
し

取

っ
た
人
間
は
懲
罰
を
受
け
る
。
」
と
説
明
す
る
。

「包

公
案
」
の
中

に
も
こ
の
種

の
故
事
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
は
元
の
武
漢
臣

『
包
待
制
智
脈
生
金
閣
』
(『
元
曲
選

』
)
で
あ
る
。
『
生

金
閣
』

劇
の
内
容
は
、
秀
才
郭
成
が
功
名
を
求
め
、
家
宝
の

「
生
金
閣
」
を
携
え
て
上
京
し
、
途
中
で
権
貴
麗
衙
内

に
出
会

っ
て
、
分

別
も
な
く
信
用
し
て
家
宝
を
献
上
し
て
殺
害
さ
れ
、
愛
妻
と
宝
物
を
奪
わ
れ
る
。
包
公
は
彼
の
怨
霊
の
訴
え
を
聴
き
、
機
知
を
用
い
て

寵
衙
内

か
ら
宝
物
を
奪
回
し
、
被
害
者

の
仇
を
討

つ
。

悪
人

は
懲
罰
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
劇
は

一
つ
の
団
円
劇
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
死
者
は
復
活
す
る
こ
と
は
な
く
、

悲
劇

の
気
分
は
消
え
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
は
別
の
元
劇
に

つ
い
て
も
共
通
し
、
死
者
を
復
活
さ
せ
る
作
品
は
元
劇

に
は
な
い
。
だ
が

明
代

に
は
、
包
公
の
権
能
は
ま
す
ま
す
強
大
化
し
、
成
化
年
間
に
出
版
さ
れ
た
説
唱
詞
話

『
張
文
貴
伝
』

で
は
、
包

公
は
宝
物
を
用
い
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て
死
者

を
復
活
さ
せ
、
家
族
に
団
円
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
以
後
現
代
に
至
る
ま
で
、
包
公
劇
に
お
い
て
死
者
還
魂
、

一
家
団
円
の
作
品

が
大
い
に
歓
迎
さ
れ
、
陸
続
と
創
作
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の

「包
公
案
」
の
還
魂
故
事
劇
に
こ
そ
庶
民
の
吉
祥
を
喜
ぶ
感
情
が
反

映
し
て

い
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
本
稿

で
は
宝
物
故
事
劇
の
歴
史
的
変
容
の
実
態
を
考
察
し
て
み
た
い
。

二

「
包
公
案
」
の
宝
物
故
事
の
由
来

「
包
公
案
」

の
宝
物
故
事
を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
宝
物
故
事
の
由
来
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
宝
物
故
事

に
関
し
て
は
、
宋

李
肪
編

『
太
平
広
記
』

に
漢
代
以
降

の
記
事
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
漢
劉
飲

『
西
京
雑
記
』

に
は
、
「漢
武
帝
時
、

西
戎
献
吉
光
裏
、
入
水
数
日
不
濡
、
入
火
不
焦
。」
(漢

の
武
帝
の
時
、
西
戎
国
が
吉
光
裏
を
献
上
し
た
。
そ
れ
を
着

て
水

に
入
る
と
数

日
間
濡

れ
ず
、
火
に
入
る
と
焼
け
な
か

っ
た
。
)
「
漢
武
帝
時
、
西
毒
国
献
連
環
囁
、
…
…
嘗
照
十
余
丈
、
其
光
如
画
。
」
(漢

の
武
帝
の

時
、
西
毒
国
が
連
環
轟
を
献
上
し
た
。
…
い
つ
も
十
丈
余
り
を
照
ら
し
、
そ
の
光
は
絵
の
よ
う
だ

っ
た
。
)
「
身
毒
国
宝
鏡

一
枚
、
…
…
照

見
妖
魅
。
得
偏
之
者
、
為
天
神
所
福
。
」
(身
毒
国
の

一
枚
の
宝
鏡
は
、
…
妖
怪
を
照
ら
し
出
し
た
。

こ
の
鏡
を
楓
す
る
者
は
、
天
神
が

庇
護
し
た
。
)
が
あ
る
。

こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
外
国
の
朝
貢
し
た
宝
物
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
玉
清
仙
女
が
杜
陵

の
章
弁
に
碧
揺
杯

.
紅

薙
枕

・
紫
玉
函
を
贈
り
、
胡
人
が
銭
数
千
万
で
買

っ
た
と
い
う

(唐
張
読

『
宣
室
志
』
)
の
よ
う
に
、
天
界
の
宝
物

も
あ
る
。
ま
た
敦

煙
変
文

の
句
道
興

『
捜
神
記
』
(
王
重
民
等
編

『
敦
煙
変
文
集
』
巻
八
、

一
九
五
六
)
に
は
、
「
天
賜
孝
子
之
金
、
郭

巨
殺
子
存
母
命
、

遂
賜
黄

金

一
釜
。
」
(天
が
孝
子
に
賜
る
金
で
あ
り
、
郭
巨
は
子
を
殺
し
て
母
を
存
命
さ
せ
た
の
で
、
黄
金

一
釜
を
賜

る
の
で
あ
る
。
)

と
い
い
、
『
舜
子
変
』
(
同
上
書
巻
二
)
に
は
、
継
母
が
舜

に
井
戸
を
凌
え
さ
せ
た
時
、
「
上
界
帝
釈
、
密
降
銀
銭
伍
百
文
、
入
干
井
中
。
」

(
天
界

の
帝
釈
天
が
密
か
に
銀
五
百
文
を
降
ら
せ
て
、
井
戸

の
中
に
入
れ
た
。
)
と
い
う
よ
う
に
、
天
が
孝
子
に
金
銀
を
贈
る
と
い
う
故

事
が
あ
る
。

「
包
公
案
」

の
宝
物
故
事
は
こ
れ
ら
の
故
事
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
河
北

・
四
股
弦

『
九
華
山
』
(張
克

温

口
述

、
『
河
北
戯
曲
伝
統
劇
本
彙
編
』
、

一
九
六
〇
)
に
は
、
王
桂
英
が
雲
南
交
趾
国
が
献
納
し
た
日
月
龍
鳳
襖

.
山
河
地
理
裾
を
着
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て
灯
籠
見
物
に
出
か
け
水
に
入

っ
て
も
濡
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
記
し
、
山
東

・
柳
琴
戯

『珍
珠
汗
杉
』
(解
桂
堂

口
述

・
何
麗
校
訂
、

『
山
東

地
方
戯
曲
伝
統
劇
目
匪
編
』
、

一
九
八
七
)
も
同
上
故
事
で
、
夫
人
が
外
出
す
る
娘
劉
鳳
英
に
珍
珠
汗
杉
を
着
さ
せ
る
と
い
う
の

は
そ
の
類

で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で
特
に
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
注
目
す
べ
き
作
品
は
、
元
の
武
漢
臣
の
雑
劇

『
包
待
制
智
脈
生
金
閣
』
(『
元
曲
選
』
)
と
無
名

氏
の
雑
劇

『
包
待
制
智
脈

三
件
宝
』
(『
録
鬼
簿
続
編
』
)
の
二
作
品
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
『
生
金
閣
』
劇
で
は
、
秀
才
が
宝
物
を

権
貴

に
献
上
し
て
官
職
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
宝
物
を
献
上
し
て
官
職
を
得
た
故
事
と
し
て
は
、
『
琴
操
』
「
信
立
怨

歌
」

の
、
楚
の
卞
和
が
荊
山
の
瑛
を
王
に
献
上
し
て
陵
陽
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し

『
韓
非
子
』
や

『後
漢
書
』

な
ど
の
書
物

に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
董
康
等
編

『
曲
海
総
目
提
要
』
(大
東
書
局
、

一
九
二
八
)
巻
五

『白

蛇
記
』
(明
鄭
国

軒
)

に
は
、
龍
王
が
報
恩

の
た
め
に
書
生
劉
漢
卿
に
夜
光
珠

・
蝦
髪
簾

・
珊
瑚
樹
を
贈
り
、
李
斯

に
献
上
し
て
劉
が
総
管
の
職
位
を
得

る
と

い
う
ス
ト
ー
り
ー
に
関
連
し
て
、
『
太
平
広
記
』
(巻

四
〇
四
、
「粛
宗
朝
八
宝
」
)
の
尼
僧
真
如
が
天
帝
か
ら
贈
ら
れ
た
八
宝
を
崩

宗
に
献
上
し
て
年
号
が
宝
応
元
年
と
改
号
さ
れ
、
刺
史
と
進
宝
官
が
昇
進
し
、
真
如
が

「
宝
和
大
師
」
と
い
う
称
号
を
授
か

っ
た
こ
と

を
記
し
て
、
「献
宝
得
官
」
が
現
実
に
あ

っ
た
と
い
う
証
と
し
て
い
る
。
唐
張
説

『
梁
四
公
記
』
(『
太
平
広
記
』
巻

四
百
十
八
、
龍
、

震
沢

洞
)
に
は
ま
た
、
梁
武
帝
が
木
…公
に
謀

っ
て
東
海
龍
王
の
宝
珠
を
求
め
、
派
遣
さ
れ
た
羅
子
春
兄
弟
が
奉
車
都

尉

・
奉
朝
請

の
官

職
を
授
か

っ
た
と
記
す
。
元
劇
で
は

「
生
金
閣
」
は
風
を
受
け
て
ひ
と
り
で
に
音
楽
を
奏
で
る
宝
物

で
あ
り
、
主
人
公
は
朝
廷

に
献
上

す
れ
ば
官
職
を
贈
ら
れ
る
と
期
待
し
て
い
た
。
そ
し
て
作
中

で
も
、
最
後
に
朝
廷
は
彼
に

「
特
賜
進
士
出
身
、
被
栄
名
、
使
光
幽
壌
。」

(特
に
進
士
出
身

の
身
分
を
賜
り
、
栄
誉
を
冥
界
に
輝
か
さ
せ
た
。
)
と
い
う
。

庶
民
は
家
族
の
中
か
ら

一
人
高
官
が
出
て
、
安
穏
に
生
活
を
送
る
こ
と
を
期
待
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

明
の
成
化
年
間
に

出
版

さ
れ
た

「
説
唱
詞
話
」
『
包
龍
図
公
案
断
歪
鳥
盆
伝
』

は
元
の
雑
劇

『
耳
耳
珀
硝
盆
児
鬼
』
を
継
承
し
た
作
品

で
あ
る
が
、
元
劇

で
は
主
人
公
楊
国
用
は
商
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
説
唱
詞
話
」
で
は
主
人
公
楊
宗
富
は
科
挙
受
験

の
た
め
上
京
す

る
秀
才

に
変
わ

っ

て
い
る
。

な
お

「
説
唱
詞
話
」

で
は
主
人
公
を
秀
才
と
す
る
話
が
多
く
、
『
包
龍
図
断
曹
国
舅
公
案
伝
』
の
潮
州
の
秀
才
衰
文
正
、
『
張

文
貴

伝
』
の
渓
州

の
張
文
貴
、
『
包
龍
図
断
白
虎
精
伝
』
の
出
身
地
不
明
の
沈
元
華
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
受
験

の
た
め
上
京
す
る
富
家

の
子
弟

で
あ
る
。
包
公
自
身

に
至

っ
て
も

『
包
待
制
出
身
伝
』
と
い
う
出
世
故
事
が
作
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、

宝
物
故
事
か
ら
見
た

「包
公
案
」
の
作
品
構
造

(阿
部
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
八
号

包
公
は
富
農
包
百
万
の
第
三
子
で
あ
り
、
出
生
時
に
醜
悪
な
容
貌

で
あ

っ
た
た
め
両
親
に
捨

て
ら
れ
る
が
、
大
捜
に
救
わ
れ
て
養
育
さ

れ
、
読
書
人
に
な
る
の
で
あ
る
。

三

宝
物
故
事
の
構
造
-
吉
祥
と
災
禍

元
劇
以
後
、
「包
公
案
」

に
は
多
く
の
宝
物
故
事
を
演
じ
る
作
品
が
出
現
し
た
。
庶
民
に
と

っ
て
宝
物
は
吉
祥

で
あ
り
、
善
人
に
幸

福
を
も
た
ら
す
も

の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『
釣
金
亀
』
全
串
貫

(蒙
古
車
王
府
藏
曲
本
)
で
は
、
張
義
が
金
亀
を
釣

っ
た
こ
と
に

対
し
て
、
母
康
氏
は

「
孝
心
感
天
」
(孝
心
が
天
を
感
動
さ
せ
た
)
と
考
え
、
四
川
胡
琴

『
釣
金
亀
』
(
四
川
省
劇
院
所
蔵
南
種
川
劇
団

口
述
本
底
本
校
勘
、
『
川
劇
伝
統
劇
本
匪
編
』
、

一
九
六
三
)
で
は
、
「
孟
津
河
的
金
亀
是
只
有
忠
孝
之
人
能
釣
。」
(
孟
津
河
の
金
亀
は

忠
孝
の
人
だ
け
が
釣
れ
る
。
)
と
い
う
。

そ
し

て

「包
公
案
」
で
は
、
元
劇
の
よ
う
に
、
宝
物
を
朝
廷
に
献
上
し
て
官
職
或

い
は

「進
宝
状
元
」
と
い
う
身
分
を
得
る
と
い
う

幸
運
を
願
望
す
る
話
が
極
端
に
多

い
。
「
包
公
案
」
以
外
に
も
、
明
末
の
俳
優
顧
覚
宇
作

『織
錦
記
』
(
一
名

『
天
仙
記
』
、
『
曲
海
総
目

提
要
』

巻

二
十
五
)
で
は
、
仙
女
が
董
永
と
の
別
れ
に
臨

ん
で
龍
鳳
錦
を
贈

っ
て
、
朝
廷
に
献
上
す
れ
ば
功
名
を
得
ら
れ
る
と
告
げ
、

董
永
は
果
た
し
て

「
進
宝
状
元
」
に
抜
擢
さ
れ
る
。
現
代
の
伝
統
地
方
劇
を
見

て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
多
数
の
作
品
が
見
ら
れ
る
。

○
甘
粛

・
秦
腔

『楊
文
広
掛
帥
』
(『
甘
粛
伝
統
劇
目
匪
編
』
、

一
九
八
三
)

書
生
+氾
敬
梅
が
救

っ
た
梅
鹿
は
萢
が
難
に
遭

っ
た
の
を
見
て
戎
双
蓮
の
名
を
呼
び
、
梅
鹿
鏡
を
残
し
て
双
蓮
に
十氾
を
救
わ
せ
る
。
戎

母
は
双
蓮
を
萢
に
嫁
が
せ
、
萢
に
梅
鹿
鏡
を
贈

っ
て
科
挙
を
受
験
さ
せ
、
も
し
落
第
し
た
な
ら
宝
鏡
を
献
上
し
て

「
進
宝
状
元
」

に
封

ぜ
ら
れ
る
よ
う
諭
す
。

○
広
西

・
　邑
劇

『
揺
銭
樹
』

(白
少
山
発
掘

・
李
墨
馨
校
勘
、
『
広
西
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六

こ

玉
帝

に
罰
せ
ら
れ
て
下
界

に
降
り
る
白
花
仙

に
対
し
て
、
紅
花
仙
は
醒
酒
銀
を
贈
り
、
緑
花
仙
は
揺
銭
樹
と
珠
宝

盆
を
贈
り
、
蘭
花

仙
は
山
河
地
理
裾
を
贈
る
。
白
花
仙
は
崔
文
瑞
と
の
別
れ
に
臨
ん
で
、
山
河
地
理
裾
を
贈
り
、
も
し
朝
廷

に
献
上
す

れ
ば
、
高
官
を
授

け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
と
告
げ
る
。
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○
山
東

・
柳
琴
戯

『
釣
金
亀
』
(『
山
東
地
方
戯
曲
伝
統
劇
目
匪
編
』
、

一
九
八
七
)

太
白
金
星
李
長
庚
は
仁
義
星

(張
義
)
が
揚
州
に
転
生
し
て
状
元
に
及
第
す
る
と
知
り
、
金
亀
を
河
中

に
投
じ
て
彼
に
釣
り
上
げ
さ

せ
る
。

○
山
東

・
柳
琴
戯

『
五
長
幡
』
(
姫
玉
周

口
述

・
何
麗
校
訂
、
『
山
東
地
方
戯
曲
伝
統
劇
目
匪
編
』、

一
九
八
七
)

呉
迎
春
は
松
林
で
珍
珠
夜
明
簾
を
拾

い
、
も
し
落
第
し
て
朝
廷

に
献
納
す
れ
ば

「進
宝
状
元
」
に
な
れ
る
と
考
え
る
。

○
山
西

・
北
路
榔
子

『
天
剣
除
』
(侯
玉
福

・
張
歩
青

口
述
本
、
『
山
西
地
方
戯
曲
匠
編
』
、

一
九
八

こ

南
海
大
士
は
仙
童
を
遣

っ
て
党
夫
人
に
宝
珠
を
贈
る
。
党
夫
人
は
肉
屋
の
李
有
に
救
わ
れ
て
李
を
養
子
と
す
る
。

包
公
は
李
有

の
宝

珠
を
仁
宗
に
献
上
し
、
仁
宗
は
李
有
を
御
弟
殿
下
に
封
じ
る
。

○
安
徽

・
洒
州
戯

『
三
路
寒
橋
』
(魏
玉
林

・
王
広
元
口
述
本
、
『
洒
州
戯
伝
統
劇
目
選
集
』
、

一
九
六

こ

仁
宗

は
四
穎
の
宝
珠
を
夢
見
て
捜
さ
せ
る
。
朱
氏
は
養
子
の
盧
文
進
に
避
水
珠

・
避
火
珠

・
避
塵
珠

・
夜
明
珠
の
四
穎
の
宝
珠
を
贈

る
。
盧

は
宝
珠
を
用
い
て
皇
后
の
病
気
を
治
療
し
、
西
台
御
史
を
拝
す
る
。

○
安
徽

・
洒
州
戯

『
鮮
花
記
』

(王
広
元

口
述
本
、
『
安
徽
省
伝
統
劇
目
匿
編
』
、

一
九
五
八
)

龍
女
敷
秀
英
は
姜
文
挙
に
、
東
海
傲
来
国
の
九
頂
鉄
査
山
の
洞
門
外
に
五
百
年
に

一
度
開
花
す
る
金
続
茉
莉
花
を
贈
る
。
こ
の
鮮
花

を
頭
上
に
戴
け
ば
、
天
を
飛
び
、
起
死
回
生
も
可
能
で
あ
る
。
包
公
は
仁
宗
に
こ
の
鮮
花
を
献
上
し
、
仁
宗
は
姜
文
挙

に

「
進
宝
状
元
」

を
授
け
る
。

○
広
西

・
桂
劇

『
玉
仙
塔
』
(龍
金
勇
発
掘

・
陳
芳
校
勘
、
『
広
西
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六
〇
)

太
白
星
は
石
義
に
玉
仙
塔
を
贈
り
、

こ
れ
を
三
度
敲
け
ば
仙
女
が
出
現
し
て
歌
舞
す
る
、
朝
廷
に
献
納
す
れ
ば
、

必
ず
官
職
を
授
け

ら
れ
る
と
告
げ
る
。
仁
宗
は
石
義
を
鮒
馬
に
封
じ
る
。

○
広
西

・
桂
劇

『
伏
魔
鞭
』
(余
金
瑞
発
掘

・
甘
業
校
勘
、
『
広
西
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六
〇
)

観
音
は
伏
魔
鞭
を
王
秀
蓮

に
贈
る
。
包
公
は
李
文
徳
が
伏
魔
鞭
を
献
納
し
た
こ
と
を
上
奏
し
、
天
子
は
李
文
徳
に

「進
宝
状
元
」
を

授
け
る
。

○
広
西

・
桂
劇

『
双
牡
丹
』
(復
蘭
魁
発
掘

・
黄
磋
客
校
勘
、
『
広
西
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六

一
)

宝
物
故
事
か
ら
見
た

「
包
公
案
」
の
作
品
構
造

(阿
部
)
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別

れ
に
臨
ん
で
鯉
魚
精
は
劉
金
に
宝
珠
を
贈
り
、
こ
れ
を
朝
廷
に
献
納
し
て
官
職
を
得
る
よ
う
諭
す
。
天
子
は
劉
金

に

「
進
宝
状
元
」

を
授

け
る
。

○
広

西

・
　邑
劇

『
双
包
記
』

(黄
三
順
発
掘

・
何
簡
章
校
勘
、
『
広
西
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六

一
)

鯉
魚
精
は
鯉
魚
珠
を
張
俊
に
贈
る
。
張
俊
は
鯉
魚
珠
を
朝
廷
に
献
納
し
て

「
進
宝
状
元
」
を
授
か
る
。

と

こ
ろ
が
民
間
の

「
得
宝
故
事
」
「
三
件
宝
故
事
」

で
悪
人
が
宝
物
を
強
奪
す
る
よ
う
に
、
「
包
公
案
」

の
大
部
分

の
作
品
に
お

い
て

も
、
宝
物
は
そ
う
し
た
災
い
を
招
く
。
『
生
金
閣
』
は
そ
の
中
の

一
例
だ
と
考
え
て
よ
い
。
清
初
蘇
州
派
の
作
家
朱
佐
朝
の

『瑞
寛
羅
』

(『
曲
海
総
目
提
要
』
巻

二
十
七
)
で
は
、
天
界
斗
母
宮
の
瑞
電
羅
は
、
人
が
そ
の
中
に
眠
る
と
、
金
童

・
玉
女
が
斗
府

へ
導
く
。
愛
吉

が
こ
れ
を
拾

っ
て
災
禍
を
避
け
る
た
め
に
友
人
陳
温
古
の
家

に
逗
留
す
る
と
、
陳
の
謳
告
を
被

っ
て
宝
物
を
奪
わ
れ

る
。

こ
こ
で
は
宝

物
は
吉

祥
の
作
用
を
発
揮
せ
ず
、
却

っ
て
災
い
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
西

・
蒲
州
榔
子

『瑞
羅
帳
』

(『
山
西
地
方
戯
曲

資
料
』
、

一
九
五
九
)
で
は
、
「官
進
入
王
侯
之
家
、
使
他
繁
栄
、
進
入
百
姓
之
家
、
使
他
被
牢
獄
之
災
禍
。
」
(
こ
れ

が
王
侯
の
家
に
入

る
と
そ
の
家
を
繁
栄
さ
せ
る
が
、
庶
民

の
家
に
入
る
と
そ
の
家
に
牢
獄
の
災

い
を
被
ら
せ
る
。
)
と

い
い
、
広
西

・
桂
劇

『
瑞
羅
帳
』

(陳
忠
桃
発
掘

・
黄
磋
客
校
勘
、
『
広
西
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六
〇
)
で
は
、
「得
了
這
宝
物
、
有
災
禍
、
応
該
住
在
千
里
之
遠
。
」

(
こ
の
宝
物
を
得
た
ら
災
禍
を
被
る
の
で
、
千
里
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)
と
い
う
。
前
掲

『
天
縁
記
』
で
は
、

天
帝

の
四
女
張
四
姐
が
三
十
三
天
を
往
来
で
き
る
鑽
天
帽
、
十
八
層
地
獄
を
出
入
り
で
き
る
入
地
鮭
、
天
神

・
天
将

を
吸
い
込
む
摂
魂

瓶
を
持
ち
出
し
て
崔
文
瑞
に
嫁
ぐ
が
、
富
者
王
員
外

の
嫉
妬
を
招
い
て
謳
告
さ
れ
、
張
四
姐
は
夫
を
救
う
た
め
、
大

い
に
東
京
を
騒
が

す
。

ま
た
清
蒙
古
車
王
府
藏
曲
本
の

「西
皮
腔
」
『
双
釘
記
』

で
は
、
張
義
が
川
で
釣

っ
た
金
亀
を
持

っ
て
祥
符
県

令
の
兄
張
選
を
訪

ね
る
が
、
捜
王
氏
に
釘

で
殺
害
さ
れ
る
。
山
西

・
上
党
落
子

『
九
華
山
』
(『
山
西
地
方
戯
曲
匪
編
』
、

一
九
八

一
)

で
は
、
王
屠
夫
妻

が
王
桂
英
を
絞
め
殺
し
て
、
桂
英

の
着
用
す
る
南
方
交
趾
国
が
献
納
し
た
日
月
龍
鳳
襖
と
山
河
地
理
裾
を
強
奪
す
る
。
安
徽

・
洒
州
戯

『
小
贅
山
』
(王
広
元
口
述
本
、
『
安
徽
省
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
五
八
)
で
は
、
閣
老
柳
洪
が
灰
塵
と
水
火
か
ら
娘
金
蝉
の
身
を
守
る

た
め

に
、
珍
珠
汗
杉
を
着
さ
せ
て
贅
山
を
見
物
さ
せ
る
が
、
狗
肉
を
売
る
李
保
夫
妻
が
宝
物
を
朝
廷
に
献
納
す
れ
ば
官
職
を
得
ら
れ
る

と
知

り
、
柳
金
輝
を
絞
め
殺
し
て
宝
物
を
強
奪
す
る
。
山
東
榔
子

『
避
風
管
』
(張
継
愛

口
述

・
張
彰
校
訂
、
『
山
東

地
方
戯
曲
伝
統
劇

目
匿
編
』
、

一
九
八
七
)
で
は
、
北
番
国
王
子
が
宋
国

へ
献
納
し
た
避
風
管

・
還
魂
枕
を
奪
回
し
て
海
業
国
と
結
盟
し
、
宋
国
と
の
問
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に
戦

争
を
起

こ
す
。
山
東

・
平
調

『
無
頭
案
』
(『
山
東
地
方
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』、

一
九
八
七
)
で
は
、
霊
仙
が
李
克
明
に
贈

っ
た

游
仙
枕

を
表
兄
白
能
が
強
奪
す
る
。

四
川

・
高
腔

『
白
羅
柏
』
(
四
川
省
川
劇
院
所
蔵
本
校
勘
、
『
川
劇
伝
統
劇
目
匪
編
』
、

一
九
五
九
)

で
は
、

悪
奴
江
雄
が
主
人
の
娘

の
宝
物
白
羅
柏
を
奪

っ
て
娘

の
不
貞
を
謳
告
し
、
そ
れ
を
用
い
て
戦
功
を
立
て
て
立
身
出
世
す
る
。

四

包
公
の
宝
物

宝
物

故
事
を
題
材
と
す
る

「
包
公
案
」

で
は
、
清
官
包
公
が
登
場
す
る
。
包
公
は
元
劇

『
生
金
閣
』
の
中

で
、
「
白
日
に
現
世
を
裁

き
、
夜

間
に
冥
界
」
を
裁
く
神
通
力
を
発
揮
し
、
死
者
に
代
わ

っ
て
復
讐
を
行

っ
た
。

こ
の
死
者
の
復
讐
と
い
う
観

点
か
ら
見
る
と
、

「
包
公
案
」
は
北
斉
顔
之
推

『
還
冤
記
』
な
ど
に
記
載
す
る
復
讐
故
事
を
継
承
し
て
新
た
に
清
官
故
事
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と

え
ば
、
『
還
冤
記
』
の

「
宋
皇
后
」
(『
太
平
広
記
』
巻

二

九
)
で
は
、
漢

の
霊
帝
が
謳
告
を
信
じ
て
宋
皇
后
を
死
に
追
い
や
る

が
、
宋
皇
后
が
天
に
訴
え
る
と
上
帝
は
激
怒
し
、
罪
は
救

い
が
た
く
、
霊
帝
は
や
が
て
崩
じ
た
と

い
う
。

こ
の
よ
う

に
、
死
者
の
復
讐

は
天
理
に
か
な

っ
て
初
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
法
治
国
家
で
は
生
き
た
人
間

に
よ
る
私
的

な
復
讐
は
許
さ
れ

ず
、

も
し
死
者
の
た
め
に
復
讐
を
図
る
と
す
れ
ば
、
行
政
官

に
訴
え
る
こ
と
が
正
当
な
方
法
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
唐

の
盧

某
撰

『
逸
史
』
(『
太
平
広
記
』
巻

一
七
二
)
の
亡
霊
が
判
官

に
事
件
を
暗
示
す
る
話
に
も
反
映
し
て
い
る
。

こ
の
作

品
で
は
、
家

で
不

法

に
盤
を
養
う
土
豪
が
露
見
を
恐
れ
て
県
尉
包
君
の
妻
を
殺
害
す
る
が
、
妻
の
亡
霊
が
観
察
判
官
独
孤
公
の
夢
に
現

れ
て
事
件
を
暗
示

し
、
独
孤
公
は
さ
ら
に
包
君
の
告
発
を
聴
い
て
、
土
豪
を
逮
捕
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
「
包
公
案
」
が
出
現
す

る
要
素
も
こ
こ
に

あ

つ
た
。
包
公
は
天
理
を
実
践
す
る
清
官

で
あ
り
、
死
者
と
い
え
ど
も
包
公
に
対
し
て
事
件
を
訴
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

『
生
金

閣
』
劇
で
は
、
包
公
は
殺
害
者

へ
の
復
讐
を
死
者
に
代
わ

っ
て
行
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
宝
物
故
事
と
し
て
の

一
つ
の
円
満
な
結
末
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
死
者
は
復
活
す
る
こ
と
は
な
く
、
悲
劇
的
な
気
分

は
消

え
ず
、
決
し
て
完
全
に
円
満
な
結
末
と
は
言
え
な
い
。
明
代
に
な
る
と
、
包
公
の
権
能
に
た
い
す
る
庶
民
の
要
求
は

一
層
強
烈

に

な
り
、
成
化
年
間
に
刊
行
さ
れ
た

「
説
唱
詞
話
」
『
張
文
貴
伝
』

で
は
、

つ
い
に
宝
物
を
用
い
て
死
者
を
復
活
さ
せ
、

一
家
団
円

の
幸

福
を
宇
え
る
神
通
力
を
有
す
る
に
至
る
。

一41一

 

宝
物
故
事
か
ら
見
た

「包
公
案
」
の
作
品
構
造

(阿
部
)



中
国
文
学
論
集

第
二
十
八
号

こ

の

『
張
文
貴
伝
』

の
内
容
も
書
生
の
出
世
物
語

で
あ
る
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
:
は
、
富
家

の
公
子
張
文
貴
が
応
試

の
た
め
上
京
す
る

途
中
、

太
行
山
で
盗
賊
静
山
大
王
趙
太
保
に
捕
ら
え
ら
れ
、
心
肝
を
食
わ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
大
王
の
娘
青
蓮
公
主

に
見
初

め
ら
れ
て

夫
婦

と
な
り
、
逃
亡
を
許
さ
れ
る
。
別
れ
に
臨
ん
で
青
蓮
は
青
糸
碧
玉
帯

・
迫
遥
無
尽
瓶

・
温
涼
盤
と
い
う
三
種
の
宝
物
を
贈
り
、
も

し
科
挙

に
落
第
し
た
ら
宝
物
を
献
上
し
て
官
職
を
得
よ
と
諭
す
。

こ
の
宝
物
の
中
で
青
糸
碧
玉
帯
は
、
死
者
を
復
活

さ
せ
病
人
を
治
療

す
る
不
思
議
な
魔
力
を
持

っ
て
お
り
、
張
文
貴
は
不
幸

に
も
京
都

で
楊
二
の
経
営
す
る
旅
館

に
泊
ま

っ
て
殺
害
さ
れ
、
楊

二
は
こ
の
玉

帯
を

用
い
て
皇
太
后
の
重
病
を
治
し
、
元
帥

・
諸
侯
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
張
文
貴

の
龍
駒
馬
は
噺

い
て
、
玉
皇

に
大
雨
を
降
ら
さ
せ
て
張

文
貴

の
死
体
を
露
出
さ
せ
、
死
体
を
背
負

っ
て
開
封
府

へ
到
る
。
包
公
は
死
体
を
見
て
夫
人
と
相
談
し
、
危
篤
を
装

っ
て
皇
太
后
か
ら

玉
帯

を
借
り
、
張
文
貴
を
復
活
さ
せ
る
。
仁
宗
は
楊

二
を
斬
首
し
、
張
文
貴
を
元
帥
に
封
じ
、
青
蓮
公
主
と
の
結
婚
を
仲
介
す
る
。

こ
の
作
品
の
基
本
構
造
は
元
劇

『
生
金
閣
』
と
似
て
い
る
が
、
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
宝
物

の
作
用
で
あ
る
。
『
生
金
閣
』

で
は
単
に

珍
し

い
だ
け
に
過
ぎ
な
い
が
、
『
張
文
貴
伝
』

で
は
人
に
生
命
力
を
与
え
る
魔
力
を
有
し
て
お
り
、
作
中

で
は
死
者

を
復
活
さ
せ
て
高

官
を
得

さ
せ
、

一
家
に
団
円
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
の
沈
環
の
箆
曲

『
桃
符
記
』
は
、
元
の
鄭
廷
玉

の

『
包
待
制
智
勘

後
庭

花
』
雑
劇
を
改
編

し
た
作
品
で
あ
る
が
、
『
後
庭
花
』

で
は
店
小
二
に
殺
害
さ
れ
た
女
主
人
公
王
翠
驚
は
復
活

し
な

い
の
に
対
し

て
、
『
桃
符
記
』

で
は
包
公
が
文
書
を
送

つ
て
城
陛
に
斐
青
鷺
を
復
活
さ
せ
る
よ
う
命
じ
、
城
陛
が
還
魂
丹
を
地
上

に
捨
て
、
斐
母
に

拾
わ
せ
て
翠
驚
を
復
活
さ
せ
て
い
る
。
包
公
は
ま
た
劉
天
義
を
推
挙
し
て
翰
林
院
編
修
と
し
、
男
女
の
結
婚
を
仲
介
す
る
。

説
唱
詞
話

『
包
龍
図
断
趙
皇
親
孫
文
儀
公
案
伝
』

で
も
、
包
公
は
城
陛
に
表
章
を
送

っ
て
、
趙
皇
親
に
殺
害
さ
れ

た
主
人
公
師
馬
相

を
復

活
さ
せ
た
後
、
病
死
を
装

っ
て
趙
王
に
開
封
府
尹
の
地
位
を
譲
る
と
偽
り
、
趙
王
の
到
着
を
待

っ
て
捕
ら
え
る
。

ま
た

『曹
国
舅
公
案
伝
』

で
は
、
主
人
公
衰
文
正
は
復
活
し
な
い
が
、
万
暦
年
間
に
文
林
閣
か
ら
刊
行
さ
れ
た
民
間
戯
曲
で
あ
る
ざ

陽
腔

の

『衰
文
正
還
魂
記
』
第

二
十
七
出

「
団
円
」

で
は
、
包
公
は
天
子
に
金
庫
を
開
い
て
温
涼
帽
を
取
り
出
し
、
衰
文
正
を
還
魂
さ

せ
て
官
職
を
賜
う
よ
う
要
求
し
て
い
る
。
張
庚
等
主
編

『
中
国
戯
曲
通
史
』
(中
国
戯
劇
出
版
社
、

一
九
九
二
)
に
は
、
「
衰
文
正
の
還

魂
と

五
覇
諸
侯

の
加
封
は
、
人
民
の
善
良
な
願
望
の
実
現

で
あ

っ
た
。」
と
評
す
る
。

清

初
蘇
州
派
の
朱
素
臣
等
が
創
作
し
た

『
四
奇
観
』
劇
は
現
存
が
確
認
さ
れ
な
い
作
品

で
あ
る
が
、
『
曲
海
総
目
提
要
』
巻

二
十
五

の
説

明
に
よ
る
と
、
「
包
極
為
龍
図
閣
待
制
、
兼
摂
開
封
府
事
。
葎
任
日
、
修
謝
恩
表
畢
、
隠
几
假
嫌
。
金
甲
神
示
以
酒
色
財
気
四
事
。
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及
覚
、
命
帯
伏
陰
枕
等
宝
物
四
種
随
任
。」

(包
極
が
龍
図
閣
待
制
兼
開
封
府
尹
と
な
り
、
赴
任

の
日
に
謝
恩
表
を
作
成
し
終
わ
り
、
机

上
に
仮
寝
し
て
い
る
と
、
金
甲
神
が
酒
色
財
気
の
四
案
を
示
す
。
包
昼
は
目
が
覚
め
て
、
伏
陰
枕
な
ど
四
種

の
宝
物
を
携
え
て
赴
任
す

る
。
)

と
い
う
内
容
で
あ
る
。

そ
の
色
案

で
は
、
包
公
は
自
殺
し
た
女
性
に
温
涼
帽
を
被
せ
て
復
活
さ
せ
、
財
案

で
は
、
包
公
は
閻
羅

と
な

り
、

二
人
の
死
者
を
伏
陰
枕
と
赴
陰
床
に
横
た
わ
ら
せ
て
霊
魂
を
入
れ
替
わ
ら
せ
る
。

程

子
偉
の

『
雪
香
園
』
も
現
存
せ
ず
、
『
曲
海
総
目
提
要
』
巻
三
十

二
の
解
説
に
よ
る
と
、
包
公
は
外
国
が
朝
貢
し
た
温
涼
帽
と
回

生
杖

を
用

い
て
国
戚
曹
鼎
に
殺
害
さ
れ
た
劉
子
進
の
妻
を
復
活
さ
せ
る
。
な
お

『
売
花
宝
巻
』

(宣
統
元
年
、
華
罵

康
抄
本
)
も

『
雪

香
園
』

と
同

一
故
事
を
演
じ

て
お
り
、
包
公
は
御
庫

の
中
か
ら
温
涼
帽
と
獄
活
棒
を
借
用
し
て
、
劉
思
進

の
妻
を
復
活
さ
せ
て
い
る
。

『
項
林
宴
』
(『
曲
海
総
目
提
要
』
巻
三
十
五
)
で
は
、
包
公
は
還
魂
枕
を
用
い
て
好
色
な
太
尉
葛
登
雲

に
殺
害
さ
れ
た
新
状
元
萢
仲

虞

の
妻

陸
玉
真
を
復
活
さ
せ
る
。

乾

隆
年
間
の
唐
英
の

『
双
釘
案
』
(周
育
徳
校
点

『
古
柏
堂
戯
曲
集
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
七
)
に
は
、
貧
乏
人
江
芋
が
荘

子
が
准
河
に
投
じ
た
金
亀
を
釣
り
上
げ
、
打

つ
と
黄
金
を
排
出
す
る
の
で
、
そ
れ
で
祥
符
県

に
赴
任
し
た
兄
江
芸
の
代
わ
り
に
老
母
を

孝
養

し
、
後
に
金
亀
を
持

っ
て
兄
を
尋
ね
て
上
京
す
る
途
中
、
宰
相
王
彦
齢
の
次
女
の
重
病
を
治
療
し
て
結
婚
す
る
が
、
捜
王
氏
に
殺

害
さ
れ
て
金
亀
を
奪
わ
れ
る
。

し
か
し
閻
羅
が

「保
殻
霊
丹
」
を
江
芋
の
口
中
に
入
れ
て
死
体
の
腐
敗
を
防
ぎ
、
後

に
包
公
が
金
亀
を

用

い
て
江
芋
を
復
活
さ
せ
て
、
王
の
次
女
と
の
結
婚

の
仲
介
を
す
る
。

小
説

『
万
花
楼
演
義
』
(嘉
慶
十
三
年
序
刊
)
第
五
十
回
で
は
、
包
公
は

「
先
帝
の
時
高
麗
が
入
貢
し
た
三
件

の
還
魂
活
命
宝
貝
」

を
用

い
て
、
温
涼
帽
を
夫
人
の
頭
に
載
せ
、
還
魂
枕
を
首
の
下
に
置
き
、
返
魂
香
を
身
体
に
載
せ
て
、
御
史
沈
国
清

の
妻
尹
氏
を
復
活

さ
せ
、
沈
国
清
が
私
情
に
よ

っ
て
狭
青
を
謳
告
し
た
こ
と
を
証
言
さ
せ
る
。

民
国
時
代
に
は
、
『
双
醐
蝶
宝
巻
』

(甲
寅
年
、
汝
南
氏
抄
本
)
に
、
包
公
は
外
国
が
朝
貢
し
た
温
涼
帽
と
還
魂
珠
、
瓦
活
棒
を
用
い

て
徐

子
窪
と
侍
女
雪
香
を
復
活
さ
せ
、
罪
人
白
羅
山
を
開
封
府
に
招
い
て
罪
を
白
状
さ
せ
る
。

現

代
地
方
劇
の
中
に
も
殺
害
さ
れ
た
主
人
公
が
復
活
す
る
内
容

の
劇
が
創
作
さ
れ
て
い
る
。

漸
江
婆
劇

『
節
義
賢
』
(
王
井
春

口
述
、
『
漸
江
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六
二
)
は
、
所
謂

「生
死
牌
」
故
事
で
あ
り
、
元
来

劉
子
宗

・
子
明
兄
弟
は
復
活
し
な

い
が
、
こ
の
作
品
で
は
包
公
が
劉
子
宗
の
死
体
を
還
魂
床

に
寝
か
せ
て
復
活
さ
せ
、
観
音
が
養
神
珠

宝
物
故
事
か
ら
見
た

「包
公
案
」
の
作
品
構
造

(阿
部
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十
八
号

を
兄

に
代
わ

っ
て
処
刑
さ
れ
た
劉
子
明
の
口
中
に
入
れ
て
死
体

の
腐
敗
を
防
ぎ
、
包
公
が
烏
台

に
坐
し
て
城
陛

・
土
地
に
命
じ
て
劉
子

明
の
霊
魂
を
召
喚
さ
せ
、
家
族
に
名
を
呼
ば
せ
て
復
活
さ
せ
る
。
劉
子
明
は
養
神
珠
を
朝
廷
に
献
納
し
て
状
元
を
賜

る
。

上
海

・
越
劇

『
売
花
三
娘
』

(張
福
奎
憶
述
、
『
伝
統
劇
目
匪
編
』
、
上
海
文
芸
出
版
社
、

一
九
六
二
)
で
は
、
包

公
は
夜
間

に
烏
台

に
坐

し
て
閻
羅
天
子
包
と
な
り
、
獄
主
霊
官
に
命
じ
て
国
丈
曹
章
に
殺
害
さ
れ
た
張
三
娘
の
霊
魂
を
召
喚
し
、
そ
の
告
発
を
聴
い
て
遺

体
を
発
掘
し
、
還
陽
帯

で
張
氏
を
復
活
さ
せ
る
。

上
海

・
越
劇

『
失
金
銀
』
(許
菊
香

・
屠
杏
花
憶
述
、
『
伝
統
劇
目
匪
編
』
)
で
は
、
陳
茂
生
が
妻
金
氏
と
悪
僧
李
洪
春

の
姦
通
を
疑

っ

て
金
氏
を
自
害
さ
せ
、
後
に
誤
解
だ
と
知

っ
て
復
讐
を
図
る
が
逆
に
悪
僧
に
殺
さ
れ
る
。
包
公
は
陳
母
の
告
発
を
聴

い
て
悪
僧
を
処
刑

し
、

還
魂
帯
を
用

い
て
夫
妻
を
復
活
さ
せ
る
。

福

建

・
蒲
仙
戯

『
郭
華
』
(『
福
婬
戯
曲
伝
統
劇
目
索
引
』
、
福
建
省
文
化
局
編
印
、

一
九
五
八
)
で
は
、
包
公
は
西
天

の
如
来
に
会

い
、
郭
華
と
玉
英

の
姻
縁
を
知

つ
て
甘
露
水
を
与
え
て
復
活
さ
せ
る
。
包
公
は
玉
英
を
義
女
と
し
、
郭
華
に
嬰
せ
る
。
郭
華
は
状
元
に

及
第

し
て
玉
英
と
結
ば
れ
る
。

安
徽

・
貴
池
灘
戯

『
章
文
顕
』
(別
名

『
章
文
選
』
)(
王
兆
乾
輯
校

『安
徽
貴
池
灘
戯
劇
本
選
』
、
施
合
鄭
基
金
会
、

一
九
九
五
。
『
中

国
戯

曲
志
』
安
徽
巻
、

一
九
九
三
)
で
は
、
包
公
は
朝
廷
の
温
涼
帽
を
借
り
て
、
皇
親
魯
王
に
殺
害
さ
れ
た
秀
才
章

文
顕
の
妻
百
花
小

娘
を
復
活
さ
せ
る
。

安

徽

・
徽
劇

『高
文
挙
還
魂
記
』
(『
中
国
戯
曲
志
』
安
徽
巻
)
で
は
、
土
地
神
が
還
陽
防
腐
丸
を
太
師
温
和
に
殺
害
さ
れ
た
高
文
挙

の
妻

王
貞
貞
の
口
中

に
入
れ

て
復
活
に
備
え
る
。

山
東

・
羅
子
戯

『
錯
断
顔
査
散
』
(『
中
国
戯
曲
志
』
山
東
巻
、

一
九
九
四
)
で
は
、
包
公
は
顔
査
散
と
柳
金
蝉
を
復
活
結
縁
さ
せ
る
。
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五

主
人
公
と
し
て
の
包
公

『
張
文
貴
伝
』
を
除
い
て
、
包
公
は
主
人
公
の
宝
物
を
借
用
せ
ず
、
自
分

の
宝
物
を
使
用
す
る
。
筆
者
が
考
え
る

に
、
そ
の
理
由
は

包
公

の
職
能
と
関
係
が
あ
る
よ
う
だ
。
包
公
が
死
者
を
還
魂
さ
せ
る
の
は
、
あ
た
か
も
道
士

の
法
事
と
似
る
。
包
公

は
道
士
と
は
異
な



る
が
、
実
際
に
は
道
士
と
同
様

に
神
通
力
を
発
揮
す
る
。
度
脱
劇
の
主
人
公
と
し
て
道
士
が
宝
物
を
持

つ
な
ら
ば
、

公
案
劇
の
主
人
公

と
し
て
包
公
が
宝
物
を
持

つ
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。

道
士

の
宝
物
に

つ
い
て
は
、
唐
の
陳
翰

の

『
異
聞
集
』
(『
太
平
広
記
』
巻

一
二
二
〇
)
に
載
せ
る
王
度
の
故
事
に
見

え
る
。
晴
の
王
度

は
師
陰

侯
生
か
ら
古
鏡
を
贈
ら
れ
、
そ
れ
で
老
狸
や
大
蛇
の
正
体
を
照
ら
し
出
す
。
こ
の
古
鏡
は

「照
妖
鏡
」
と
言
え
、
包
公
も
こ
の

宝
物
を
用
い
て
妖
怪
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

ま
た
敦
煙
変
文

『
目
連
縁
起
』
(
ペ
リ
オ
ニ

一
九
三
、
王
重
民
等
編

『
敦
煙
変
文
集
』

巻
六
)

で
、
如
来
は
宝
物

「
十
二
錫
杖
」
、
「七
宝
之
鉢
孟
」
を
目
連

に
与
え
、
神
通
力
で
地
獄
に
行
き
母
親
青
提
夫

人
に
会
わ
せ
る
。

こ
の
二

つ
の
宝
物
は
冥
界
に
赴
く
道
具
で
あ
る
。
僧
侶
に
と

っ
て
錫
杖
や
鉢
孟
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
包
公
は
こ
れ
ら
僧
侶
の
宝
物

を
用
い
な
い
が
、
同
様
に
冥
界

へ
赴
く
た
め
の
宝
物
を
持

つ
て
い
る
。
宋
元
話
本

『
大
唐
三
蔵
取
経
詩
話
』
「
入
大
梵
天
王
宮
第
三
」

で
は
、
天
帝
が
三
蔵
法
師
に
三

つ
の
宝
物
隠
形
帽

・
金
鎧
錫
杖

・
鉢
孟
を
賜

い
、
緊
急
時
に
使
用
さ
せ
る
。

三
蔵
法
師
は
こ
れ
を
用
い

て
危
険

な
場
所
を
通
過
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
過
長
坑
大
蛇
嶺
処
第
六
」

で
は
、
「
法
師
当
把
金
鎧
杖
指
天
宮
、
大
叫
、
「
天
王
救
難
。」

忽
然
杖

上
起
五
里
毫
光
、
射
破
長
坑
、
須
輿
便
過
。
」
(法
師
は
す
ぐ
に
金
鎧
杖

で
天
宮
を
指
し
、
「
天
王
救
い
た
ま
え
。」
と
大
声
で
叫

ぶ
と
、

忽
然
杖

に
五
里
の
毫
光
が
起

こ
り
、
長
坑
を
射
破
る
や
、
す
ぐ
に
通
過

で
き
た
。
)
と
い
う
。
猴
行
者
も
こ
の
宝
物
を
使
用
し
、

た
と
え
ば

「
入
九
龍
池
処
」
第
七
で
は
、
「被
猴
行
者
隠
形
帽
化
作
遮
天
陣
、
鉢
孟
盛
却
万
里
之
水
、
金
鎧
錫
杖
化

作

一
條
鉄
龍
、
元

日
元
夜
、

二
辺
相
闘
。
」
(猴
行
者
は
隠
形
帽
を
遮
天
陣
と
化
し
、
鉢
孟
に
万
里
の
水
を
湛
え
、
金
鎧
錫
杖
を

一
匹
の
鉄
龍
と
化
し
て
、

日
夜
通
し
て
戦

つ
た
。
)
と
い
う
。
包
公
は
妖
怪
と
戦
う
こ
と
は
な
い
た
め
、
こ
う
し
た
武
器
と
し
て
の
宝
物
は
使
用
し
な

い
。
「包
公

案
」

で
は
、
妖
怪
を
捕
縛
す
る
の
は
、

や
は
り
孫
悟
空
等
天
将
の
役
割
で
あ
り
、
包
公
は
妖
怪
の
正
体
を
調
査
す
る
に
止
ま
る
。

ま
た
元
の
呉
昌
齢
の

『張
天
師
断
風
花
雪
月
』
劇

(『
元
曲
選
』
)
第

三
折
に
は
、
張
天
師
が
三
つ
の
宝
物
を
用
い
て
桂
花
仙
子
を
逮

捕
す
る
場
面
で
、
「
祖
公
留
下
三
件
法
宝
:
信
香

一
辮
、
雌
雄
剣
二
口
、
降
妖
印

一
穎
、
専
管
天
上
天
下
、
三
界
仙
精

鬼
怪
魍
魎
邪
魔
。
」

(
祖
先

が
伝
え
た
三
つ
の
宝
物
、
信
香

一
辮
、
雌
雄
剣
二
口
、
降
妖
印

一
穎
で
、
専
ら
天
上
天
下
、
三
界

の
仙
精
鬼

怪
魍
魎
邪
魔
を
取

り
締
ま

る
。
)
と

い
う
。
包
公
も
張
天
師
と
の
共
通
点
を
有
す
る
。

こ
れ

ら
の
宝
物
は
天
界
の
も
の
で
あ
り
、
不
可
思
議
な
魔
力
を
有
す
る
。
「
包
公
案
」

に
お

い
て
は
、
明
の
説
唱
詞
話
に
は
ま
だ
こ

う
し
た
宝
物
は
出
現
し
な
い
。

た
と
え
ば
、
『
仁
宗
認
母
伝
』

で
は
、
包
公
は
不
孝
者

の
仁
宗
を
処
罰
す
る
に
当
た

っ
て
、
宝
物
を
使

宝
物
故
事
か
ら
見
た

「包
公
案
」
の
作
品
構
造

(阿
部
)
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用
せ
ず

、
玉
皇
大
帝
に
上
奏
し
て
、
仁
宗
を
五
逆
の
罪
で
告
訴
す
る
。
彼
は
宝
物
を
使
用
し
な
い
が
、
そ
の
行
動
は
天
理
に
か
な

っ
て

お
り
、

常
に
天
の
支
持
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
包
龍
図
断
白
虎
精
伝
』
は
、
包
公
が
妖
怪
を
退
治
す
る
話
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
青

吏
が
狗

血
を
注
い
で
白
虎
精
を
捕
ら
え
、
包
公
は
張
天
師
の
指
示
に
従

っ
て
開
封
府
の
業
鏡
を
用
い
て
妖
怪
を
照
ら
し
、
張
天
師
が
天

蓬
尺
を
手

に
持

っ
て
正
体
を
現
さ
せ
る
。
業
鏡
は
仏
教
用
語

で
、
諸
天
と
地
獄
に
お
い
て
衆
生
の
善
悪
業
を
照
ら
し
出
す
鏡

で
あ
る
。

説
唱
詞
話
は
敦
煙
変
文
と
同
様
、
民
間
仏
教
の
観
念
が
強
く
、
ま
た
包
公
閻
羅
説
も
あ

っ
て
、
包
公
が
こ
の
宝
物
を
持

つ
に
至

っ
た
と

考
え
ら

れ
る
が
、
以
後

の
故
事
に
は
業
鏡
は
出
現
し
な
い
。

万
暦

二
十

二
年
に
朱
氏
与
耕
堂
が
出
版
し
た
小
説

『
百
家
公
案
』
の
第

三
回

「訪
査
除
妖
狐
之
怪
」
、
第
四
十
四
回

「金
鯉
魚
迷
人

之
異
」

で
、
包
公
は
照
妖
鏡
を
用
い
て
妖
怪
を
照
ら
し
出
す
。
ま
た
第
二
十
九
回

「
判
劉
花
園
除
三
怪
」
は

『洛
陽
三
怪
記
』
を

「包

公
案
」
化
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
包
公
は
以
前

に
張
月
桂
が
彼
に
贈

っ
た
赴
陰
床
と
温
涼
枕

に
寝
て
地
府
に
赴
き
、
三
怪
の
正

体
を
調
査
す
る
。
張
月
桂
な
る
人
物
が
如
何
な
る
人
物
か
に
つ
い
て
は
作
品
の
前
後

に
言
及
が
な
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
包
公

が
初
め

て
自
分

の
宝
物
を
持
ち
、
自
由
自
在
に
死
去
し
て
冥
界
に
赴

い
て
事
件
を
調
査
し
、
再
び
還
魂
し
て
現
世

に
戻

る
と
い
う
神
通

力
を
持

つ
に
至

つ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き

で
あ
る
。
な
お
第
五
十
八
回

「
決
獄
五
鼠
岡
東
京
」
で
も
同
様
に
上
帝

に
会
う
た
め
死
去
し

て
冥
界

に
赴
く
が
、
こ
こ
で
は

「
極
取
衣
領
辺
所
塗
孔
雀
血
護
噛
幾

口
、
極
便
死
去
。
」
(包
極
は
襟
に
塗

つ
た
孔
雀

の
血
を
舐
め
て
死

去
す
る
。
)
と
い
う
方
法
を
採

っ
て
い
る
。
ま
た
明
末
清
初
に
出
版
さ
れ
た
小
説

『
龍
図
公
案
』

で
は
、
十
二
件

の
地
獄
裁
判
故
事
を

載
せ
て
お
り
、
包
公
は
こ
こ
で
も
赴
陰
床
に
坐
し
て
裁
判
を
行

っ
て
い
る
。

清

の
石
玉
毘
が
語

っ
た

『
龍
図
公
案
』
で
は
、
包
公
は
古
鏡

・
古
今
盆

・
遊
仙
枕
と
い
う
三
つ
の
宝
物
を
手
に
入
れ
る
。
石
玉
箆

の

説
書
を
小
説
化
し
た

『
龍
図
耳
録
』

(謝
藍
斎
抄
本
、
上
海
古
籍
出
版
社
排
印
、

一
九
八
〇
)
に
よ
れ
ば
、
古
鏡
は
第

二
回
、
包
公
が

二
捜
の
侍
女
秋
香
に
井
戸
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
時

に
得
た
も
の
で
、
魔
よ
け
の
作
用
を
持
ち
、
第
七
回
、
秋
香
は
鏡
面

に
血
を
付
け
て

そ
の
輝

き
に
驚
き
、
慌
て
て
二
捜

の
左
目
を
割
り
抜
い
て
し
ま
い
、
精
神
を
狂
乱
さ
せ
る
。
古
今
盆
は
第
七
回
、
包
公

の
夫
人
李
氏
が

嫁
入
り
道
具
と
し

て
実
家
か
ら
持

っ
て
き
た
も
の
で
、
第
十
六
回
、
包
公
は
こ
れ
を
用
い
て
李
震
妃
の
目
を
治
療
す
る
。
游
仙
枕
は
第

十

一
回
、
陶
然
公
と
い
う
顛
癩
道
人
が
劉
天
禄
に
託
し
て
星
主

(包
公
)
に
贈
ら
せ
た
も
の
で
、
人
を
夢

の
中
で
冥
界

に
送
る
作
用
を

持
ち
、
第

二
十
七
回
、
包
公
は

「錯
　
還
魂
」
案

で
冥
界
に
赴

い
て
黒
紅
両
判
官

に
会
う
。
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現
代

地
方
劇
に
も
包
公
の
宝
物
を
述

べ
る
。

福
連

・
詞
明
戯

『
鳥
盆
記
』
(『
福
建
戯
曲
伝
統
劇
目
選
集
』
、

一
九
六
二
)
で
は
、
文
昌
帝
君
は
包
極
が
文
曲
星

の
転
生

で
あ
り
将

来
出
世

し
て
七
十

二
件

の
無
頭
公
案
を
裁
く
こ
と
を
知
り
、
斬
妖
剣

・
照
魔
鏡

・
還
魂
丹

・
生
死
簿
書
を
贈
る
。

河

南

・
豫
劇

『
釧
郭
塊
』

(林
県
大
衆
劇
団
述
抄
、
『
河
南
地
方
戯
曲
彙
編
』
、

一
九
六
三
)
で
は
、
包
公
は
江
南

の
霊
仙
か
ら
贈
ら

れ
た
桃
木
宝
剣
で
火
龍
を
出
現
さ
せ
、
不
孝
者

の
宋
王
を
罰
す
る
。

山
東
榔
子

『
闇
磁
州
』
(張
玉
河

口
述

・
張
彰
校
訂
、
『
山
東
地
方
戯
曲
伝
統
劇
目
匪
編
』
、

一
九
八
七
)
で
は
、

包
公
は
照
妖
鏡
、

梱
仙
索
、
斬
仙
剣
で
栗
精
を
退
治
し
よ
う
と
す
る
。

河
南

・
豫
劇

『
下
陳
州
』

(漏
換
卿

・
即
干
卿

口
述
、
『
河
南
省
劇
目
匪
編
』
、

一
九
六
三
)
で
は
、
包
公
は
曹
皇

后
を
照
妖
鏡
で
照

ら
し

て
冥
界

に
帰
還
さ
せ
る
。

広

西

・
桂
劇

『
双
劉
全
井
』
(唐
仙
蝶
発
掘

・
王
毒
校
勘
、
『
広
西
戯
伝
統
戯
曲
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六
三
)
で
は
、
包
公
は
照
妖
鏡

で
白
狗
精
を
照
ら
し
出
す
。

安
徽

・
洒
州
戯

『
魚
藍
記
』
(『安
徽
省
伝
統
劇
目
匪
編
』、

一
九
五
八
)
で
は
、
蟹
精
が
鯉
魚
精
に
包
公
の
鋼
鋤

・
赤
剣

・
照
妖
鏡

・

梱
仙
索

に
注
意
を
喚
起
す
る
。

広

西

・
　邑
劇

『
揺
銭
樹
』

(白
少
山
発
掘

・
李
墨
馨
校
勘
、
『
広
西
戯
曲
伝
統
劇
目
彙
編
』
、

一
九
六

一
)
で
は
、
包
公
は
鉄
牌
に
泊

ま

っ
て
妖
怪

の
正
体
を
明
か
そ
う
と
す
る
。

山
東

・
柳
琴
戯

『鉄
板
橋
』

(侃
志
海
口
述

・
何
麗
校
訂
、
『
山
東
地
方
戯
曲
伝
統
劇
目
匪
編
』
、

↓
九
八
七
)
で
は
、
包
公
は
貴
人

・

宝
物

・
血
気
を
見
た
ら
動
か
な
い
串
朝
馬
を

一
頭
持

っ
て
お
り
、
地
底
ま
で
這

っ
て
行

っ
て
も
死
骸
を
掘
り
出
す
。

「
包
公
案
」

に
お
い
て
は
、
被
害
者
と
被
害
者
を
救
済
す
る
包
公
の
二
人
が
主
人
公

で
あ
り
、
主
人
公
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
宝
物
を

持

つ
こ
と
と
な

っ
た
。
説
唱
詞
話

『張
文
貴
伝
』
に
お
い
て
は
、
包
公

の
機
智
が
強
調
さ
れ
、
包
公
が
病
死
を
装

っ
て
張
文
貴

の
宝
物

を
皇
太
后
か
ら
借
り
出
す
と
い
う
こ
と
に
描
写
の
重
点
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
作
品
群
は
こ
う
し
た
包
公

の
…機
智
故
事
を
踏
襲
せ

ず
、
彼
以
前
か
ら
存
在
す
る
道
士
や
僧
侶
の
宝
物
故
事
を
採
用
し
て
い
き
、
包
公
自
身
の
宝
物
故
事
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

な
お
包
公

の
冥
界
調
査
は
、
唐
の
張
驚

の

『
朝
野
籏
載
』
な
ど
に
記
載
す
る
生
き
た
人
間
が
冥
界
裁
判
を
行
う
故
事
に
由
来
す
る
。

宝
物
故
事
か
ら
見
た

「
包
公
案
」
の
作
品
構
造

(阿
部
)
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『
朝
野
籏
載
』
巻

二
に
は
、
「太
宗
至
夜
半
、
上
奄
然
入
定
。
見

一
人
云
、
『
陛
下
暫
合
来
、
還
即
去
也
。』
帝
問
、
『
君
是
何
人
?
』
対

日
、
『
臣
是
生
人
、
判
冥
事
。
』
」
(太
宗
が
夜
半

に
突
然
死
去
す
る
と
、

一
人

の
者
が
、
「
陛
下
は
暫
時
ご
足
労
い
た
だ
き
ま
す
が
、
ま

た
す
ぐ

に
お
帰
り
な
さ
い
ま
す
。
」
と
言

っ
た
。
帝
が

「
あ
な
た
は
誰
か
。
」
と
問
う
と
、
「
臣
は
生
き
た
人
間
で
冥
界

の
裁
判
を
行

っ

て
い
ま
す
。」
と
答
え
た
。
)
と
記
す
。
こ
の
人
物
は
後

に

『
唐
太
宗
入
冥
記
』
(『
敦
煙
変
文
集
』
巻

二
)
で
は

「
輔
陽
県
尉
崔
子
玉
」

と
称
し
、
元
の
無
名
氏
の
雑
劇

『
崔
府
君
断
冤
家
債
主
』

で
は

「
磁
州
福
陽
県
令
崔
子
玉
」
と
称
し
、
「乗
性
忠
直
、
半
点
無
私
。
以

此
奉
上
帝
勅
旨
、
屡
屡
判
断
陰
府
之
事
。
」
(性
分
は
正
直
で
、
少
し
の
私
心
も
無

い
の
で
、
上
帝

の
勅
旨
を
奉
じ
て
、
冥
界

の
判
官
を

務
め
て

い
る
。
)
と
述
べ
る
。
な
お

『
西
遊
記
』
第
十

一
回

「遊
地
府
太
宗
還
魂
」

で
は
、
「判
官
崔
圧
」
と
称
す
る
。
包
公
も

「
夜
半

に
冥
界

を
裁
く
」
点
で
は
こ
の
崔
府
君
の
流
れ
を
汲
む
判
官
だ
と
言
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
審
判
は
冥
界
の

「
或
促
其
年
、
或
堕
其
後
、

或
損
其
禄
位
。
」
(或

い
は
そ
の
寿
命
を
短
く
し
、
或

い
は
そ
の
跡
継
ぎ
を
無
く
し
、
或
い
は
そ
の
地
位
を
削
る
。
)
と
い
う
方
法
で
は

な
く
、

あ
く
ま
で
現
世
の
司
法
官
と
し
て
現
実
に
悪
人
を
裁
く
点
が
明
確

に
異
な
る
。

六

結
び
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以
上
、
民
間
の
宝
物
故
事
の
観
点
か
ら

「
包
公
案
」

の
宝
物
故
事
を
解
釈
し
て
み
た
。
「
包
公
案
」

の
宝
物
は
、
書

生
を
出
世
さ
せ
、

死
者
を
復
活
さ
せ
、
法
官
を
冥
界

に
赴
か
せ
る
不
思
議
な
作
用
を
持

っ
て
い
る
。
「
包
公
案
」
の
主
人
公
は
被
害
者

と
そ
れ
を
救
済
す

る
包
公

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
宝
物
故
事
が
創
作
さ
れ
た
と
言
え
る
。

書
生

の
出
世
は
庶
民
の
願
望

で
あ
り
、
そ
の
思
想
は
民
間
年
画
に
も
反
映
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
王
樹
村
編

『
中
国
民
間
年
画
史

図
録
』

(上
海
人
民
美
術
出
版
社
、

一
九
九

一
)
に
は
、
河
南
朱
仙
鎮
の
清
代
年
画

「
五
子
天
官
」
「
麟
麟
送
子
」
「
五
子
奪
魁
」
、
陳
西

鳳
翔

の

「
天
仙
送
子
」
「
三
元
報
喜
」
、
江
蘇
揚
州

の

「連
中
三
元
」
「
早
生
貴
子
」
、
台
湾
台
南

の

「
加
官
進
禄
」
、

河
北
楊
柳
青
の

「
双
喜
臨
門
」
「麟
麟
送
状
元
」
「独
占
贅
頭
」
、
寧
河
の

「
状
元
及
第
」、
山
東
灘
県
の

「
文
武
状
元
」
「
当
朝

一
品
」

「喜
報
三
元
」
な

ど
を
収
載
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
に
は
庶
民
が
聡
明
な
子
を
産
ん
で

一
家
を
繁
栄
さ
せ
る
夢
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま

た

『曲
海
総
目
提

要
』
収
録
の
伝
統
劇
の
中
に
は
、
慶
祝
を
テ
ー

マ
と
し
た
作
品
が
多
く
、
そ
の
中
に
も

一
門
の
栄
光
を
望
む
思
想
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。



「
包
公
案
」
の
宝
物
故
事
に
お

い
て
、
主
人
公
の
復
活
は

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
は
不
可
欠
の
こ
と
で
あ

つ
た
が
、
そ
れ
は

「
包
公
案
」

以
外

の
作
品
に
お

い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
元
の
関
漢
卿

の
雑
劇

『
感
天
動
地
實
餓
冤
』
(『
元
曲
選
』
)
で
は
、
實

蛾
は
処
刑
に
臨
ん

で
、

も
し
刑
が
執
行
さ
れ
た
後

に
血
が
白
絹
に
飛
び
、

六
月
に
雪
が
降
り
、
日
照
り
が
三
年
続
く
な
ら
ば
、
彼
女
の
冤
罪
の
証
明
だ
と

天
に
誓

っ
て
死
ぬ
。
果
た
し
て
實
餓
の
受
刑
後
、
天
候

の
異
常
が
生
じ
る
が
、
賓
蛾
は
す

で
に
刑
死
し
て
お
り
、
復
活
す
る
こ
と
は
な

い
。

こ
れ
が
明
の
葉
憲
祖

の
伝
奇

『金
鎖
記
』
(『
曲
海
総

目
提
要
』
巻
十
八
)
で
は
、
實
餓

の
処
刑
以
前
に
雪
が
降

り
出
し
、
提
刑
官

が
彼

女
の
冤
罪
を
悟

つ
て
処
刑
を
中
止
し
、
後
に
父
に
よ

っ
て
冤
罪
が
雪
が
れ
、
父
子
は
団
円
す
る
と

ス
ト
ー
リ
ー
を
改
め
る
。
現
代

の
河

北
榔
子

『
六
月
雪
』
も
こ
の
改
作

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
踏
襲
す
る
。
ま
た
明
の
王
玉
峰
の
伝
奇

『
焚
香
記
』
は
宋

元
戯
文

『
王
魁
負

桂
英
』

を
改
め
て
、
王
魁
が
状
元
に
及
第
し
て
後
、
金
員
外
が
彼
の
家
信
を
改
蜜
し
た
た
め
、
桂
英
は
王
魁
が
丞
相
韓
碕

の
婿
と
な

っ

た
と
誤

解
し
て
自
害
し
、
そ
の
亡
霊
が
海
神
に
王
魁

の
審
判
を
求
め
て
彼
の
冤
罪
が
証
明
さ
れ
、
青
牛
道
人
が
二
人
を
復
活
さ
せ
て
、

夫
妻

は
団
円
す
る
と
結
ぶ
。

ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド
は
幻
想
性
が
強
い
が
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
庶
民
の
吉
祥
を
喜
ぶ
感
情
を
汲
み

取
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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注

2

 

(
3

)

(
4

)

首

都

図
書
館

蔵
本

が

一
九
九

一
年

に
北

京
古
籍

出

版
社

か
ら
刊

行
さ

れ
、

日
本

で
も

早
稲

田
大
学

等

の
図
書
館

に
蔵

さ

れ
る
。

牧

野
巽

「
支
那

家
族

研

究
』

(
生

活
社

、

昭
和

十

九
年
。

後

、

お
茶

の
水

書

房
、

一
九

八
〇
年

『
牧

野
巽

著

作
集

』
第

二
巻
収

)

八

「
漢

代

に
お

け

る
復

讐

」
、

二

「
復
讐

に
対
す

る
法

律
的

禁

止
と
社

会

的
賞

賛
」
、

及
び

牛
島

典

子

「
復

讐

に
お

け

る
道
徳

と

法
」

(
山

口
大

学

人

文
学

部

平
成

十
年
度

卒
業

論
文

)
参

照
。

し
か

し
沈

環

の
作
品

に
対
す

る
評

価

は
低

く
、
張

庚

・
郭

漢

城
主

編

『
中

国
戯

曲
通

史
』

(
中

国
戯

劇
出

版
社

、

一
九
九

二
)

に
は
、
「
沈

環

の
作

品

は
絶
大

部
分

が
芸

術

性

に
欠
け

る
。
」

「
圧
迫

さ
れ

た
人

民
群

衆

の
武
装

を
精

神

上

で
解

除
す

る
た

め
、

封
建
秩

序

を
維
持

し

、

封

建
統
治

を
蟄

固

に

し

て
い
る
。
」

と

い
う
。

小
説

『
龍

図

公
案
』

の
十

二
話

の
地
獄

裁

判
な

ど
を

除

く
。

阿
部

泰
記

「
『
包

公
案

』

に
お

け

る
亡
霊

裁

判

に

つ
い

て

ー

「
夜
判

冥
」

宝
物
故
事
か
ら
見
た

「包
公
案
」
の
作
品
構
造

(阿
部
)



(
5

)

(
6

)

中
国
文
学
論
集

第
二
十
八
号

の
意

義

の
変
容

を

め
ぐ

っ
て
ー

」

(東

方
学

九

三
、

一
九
九

ヒ

)
参

照
。

た
と

え
ば

、

明
沈
受

先

『
三
元

記
』

(
巻

十

八
)

で
は

「
薦

商
累

積
陰

功

、

上
感
帝

心
、

命

文
曲

星
降

生

為
商

子
。
」

(
濤
商

は
陰

功

を
積

ん
だ

の
で
上
帝

の
心
を
感

動

さ
せ
、

文
曲

星

に
投
胎

さ

せ
た
。
)
と

い

い
、

無
名

氏

『
三
殿

元
』

(
巻

三
十
)

で
は
、
「
實

禺
鉤

積
徳

累
行

、

五
男

皆
貴

。
」

(
賓
禺

鈎

は
徳
を

積

み
善

行

を
重

ね
た

の

で
、

五
人

の
息
子

が
皆
出

世

し
た
。
)
と

い
い
、
『
豊

年
瑞
』

(巻

四
十

一
)

で
は
、

「
老

農
時

唆
、

累

代
積

善
、

天
賜

双
珠

、

子
孫

栄

顕
、

夫
婦

寿

登
百
齢

、
福

禄
希

有
。
」

(
老
農

の
時

唆

は
、

累
代

善

を
積

ん

だ

の
で
、

天

が

双
珠

を
賜

い
、

子
孫

は

出
世

し
、

夫
婦

は

百
歳

も
長

生

き
し

、
福
禄

は

希
有

で
あ
る
。
)

と

い
う
。

そ

の
他
、

同
趣

旨

の
慶

祝
劇

に
、

無

名
氏

『
量

星
会

』

(
巻

三
十

五
)
、

無

名

氏

『
善

慶

縁
』

(
巻

四
十

一
)
、

無
名

氏

『
全

家

慶
』

(
巻

四
十

六
)
、

清
張

大

復

『
天
賜

貴
』

(
巻

四
十

六

)
な
ど

が
あ

る
。

呉
書

蔭
点

校
本

『
焚

香
記
』
、

中
華

書
局

、

一
九

八
九
。
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